
日時：平成28年9月27日(火)18:00～19:10
場所：湖南公民館 会議室

湖南地区において今年度第２回となる地域づくり懇談会を開催しました。
第1回に引き続き、周辺の猪苗代湖畔における景観整備について意見交換を行いました。

【 次第 】
１．開会
２．挨拶
３．出席者紹介
４．懇談
（１）猪苗代湖周辺の景観整備について
（２）その他
５．閉会

当⽇の懇談内容

福島県県中建設事務所 企画管理部企画調査課
〒963－8540 郡⼭市麓⼭1－1－1 郡⼭合同庁舎北分庁舎2階 TEL：024‐935‐1449 FAX：024‐935‐1407

【 懇談会の様子 】

 雑木伐採や雑草の刈り払い等について

景観整備に係る自然公園法の規制内容について環境省自然保護官事務所に確認を行ったところ、
以下の回答を得ました。

・樹木の伐採を行う場合は原則許可が必要である。伐採の箇所、本数、樹種等を整理し、事前
協議を行う。

・下草刈りや下枝の刈り払い、立木の枝切り及び沼内のヨシ刈りについては許可は不要である。
・磐梯朝日国立公園の指定植物は損傷しないように注意する。

次回の懇談内容
* 猪苗代湖周辺の景観整備に係る問題解決に向け、引き続き意見交換を行います。
* 国道294号福良バイパスの進捗状況を説明します。

○意見
・簡単な雑草の刈り払いや樹木の枝払いは、地域で実施したい。
・日本遺産登録で注目を集めている安積疏水から猪苗代湖の景観形成に繋げることが

できないか考えたい。
○課題

・崖等の危険な箇所の樹木の枝払いは、地域では作業ができない。
・伐採に必要な予算の確保が困難。

 猪苗代湖について

猪苗代湖についても様々な意見があげられました。
・プレジャーボートや水上バイクのマナーが悪い。
・猪苗代湖の水質改善に向けて前向きに取り組んでほしい。
・観光地としてもっとアピールしたい。

猪苗代湖の利活用についての会議において、声をあげていきます。


